
〇基準日の確認

※ 令和4年4月1日以前の工事請負成約・売買契約である場合は、本補助金の該当にはなりません。

〇移住者の判定

はい いいえ

〇要件の確認

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

※　上記の要件を満たす場合でも、県・村の予算範囲外である場合は、当年度の補助金の交付ができない場合

新築又は中古の住宅（空き家等）を村内で新たに

取得し移住し、村に住民登録がある。

補助対象です（申請期限内かつ申請受付期間内に申請してください）

昭和56年以前に建築された中古住宅の場合は、事業

完了日までに耐震診断を実施する建物である。

同一世帯の全員に村税等の滞納がなく、また、親族

から取得したものではない。

別荘など一時的な利用に供するものではない。

新たに住宅の新築または売買に係る契約を締結し

取得した住宅である。

居住地域の自治会（行政区）に加入し、地域活動に

協力できる。

申請者又はその配偶者の3親等以内の親族から取得

したものではない。

5年以上、定住する意思がある。

補
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対
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いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

昭和村移住者住宅取得支援事業補助金　該当チェックシート

県外移住者 補助対象となりません

　　　　　年　　　　月　　　　日

県外に半年以上居住（住民登録）していた実績がある。

また、県外住所を転出した日から５年以内に村内へ移住している。

基準日

・所有権保存登記日又は所有権移転登記日
　　　　　年　　　　　月　　　　　日

申込期限確認欄 新築：上記基準日から１年以内

中古：上記基準日から１年以内

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

　　 があります。



〇補助金額の算定

【算定上の注意事項】

・配偶者の有無・子供の有無は、基準日現在です。

・補助金額は住宅取得費の[新築：１/２][中古：１/２]が上限です。

・住宅取得費とは　[新築：住宅の工事経費]、[中古：住宅の売買経費　等]です。

※ 登記に係る経費は対象外です。

〇補助金の返還

次に該当する場合には、補助金交付決定を取り消し、補助金の全部または一部の返還を求めます。
（１）虚偽の申請またはその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
（２）補助対象住宅の取得日から起算して５年以内の期間に、補助金等の交付の目的に反して使用し、
　  　譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
（３）補助金交付決定日から起算して５年以内の期間に、補助対象住宅の住所から異動があったとき。
（４）その他村長が相当の理由があると認めたとき。

補助金額算定シート

県村

50万円

補助金額

万円補助基本額

万円

10万円 万円

世帯主の年齢が40歳未満かつ同居
する配偶者がいること。

世帯内に中学生以下の子供がいるこ
と。

10万円

10万円

10万円 万円

50万円

電話　０２４１－５７－２１２４

どちらか
少ない額

お問合せ先 昭和村役場 産業建設課 観光交流係

１／２ ＝×
上限額

万円

住宅取得費

円

若年世帯・
子育て世帯

加算額
(いずれか)

村内就業
加算額 世帯内の者が村内へ就業すること。

合計


